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第１節 本プラン策定の背景                      

１ 区立図書館における取組 

区立図書館では「知の拠点」として、資料・情報の収集および提供や、読書活動推

進のための事業を積極的に実施し、ビジネス支援といった課題解決型サービス等に取

り組むとともに、より便利で使いやすいホームページの整備や、電子書籍の貸出・閲

覧が可能な「荒川区電子図書館サービス」の導入等、ＤＸ（※）の推進によるデジタ

ル社会の進展に伴う利用者の利便性向上にも積極的に取り組んできました。また、「荒

川区子ども読書活動推進計画」の策定と実施により、子どもの自主的な読書活動を推

進することで生きる力を育むという目的の実現を目指し、様々な事業を実施してきま

した。子どもたちのみならず、一般・シニア・障がい者向けのサービスの実施や、ビ

ジネス支援等、様々な利用者に向け、多様なニーズに応える読書活動推進の取組を実

施してきました。 

平成２８年度には「荒川区立図書館の運営に関する基本的な考え方」（平成２９年

３月策定）において、読書のまちあらかわを推進していくことを明らかにしました。

「読書のまち・あらかわ」は、豊かな読書環境の整備を進めることで人と地域がつな

がり、さらに、子どもたちが成長し大人になって、次の世代を主体的な読書活動に導

く役割を果たすといった、読書の好循環を生むまちであり、子どもから高齢者まで、

誰もが読書に親しみ、学びながら心豊かに暮らすことができるまちであると定義しま

した。そして、区立図書館は、区民・学校・事業者やボランティア・その他の行政機

関等と一体となり、「読書のまち・あらかわ」の実現に向けた取組をさらに推進する

という目標を掲げました。 

 

※ ＤＸ…Digital Transformation の略。ＩＣＴの浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に 

変化させること 
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＜区立図書館の入館者数＞（単位：人） 

 
※ 令和２年度から４年度は、新型コロナウイルス感染症により休館・利用制限を実施。 

 

＜蔵書数および貸出数の推移＞（単位：点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜資料の予約数とＷｅｂ予約の内数＞（単位：点） 
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２ 区立小・中学校における取組 

学校図書館では、平成１８年度、文部科学省の「学校図書館図書標準（※）」で定め

る蔵書数１００％を満たす図書の配置を全校で達成し、高水準を維持してきました。

令和６年度末現在、小学校では１７０％前後、中学校では１４０％強となっています。

また、１９年度には学校司書を全校配置し、２１年度には週５日配置するなど、蔵書

の充実、読書活動の推進を先駆的に実施してきました。 

さらに、平成２１年度には、学校図書館支援室を核とした、学校図書館支援体制を

構築しました。令和２年度からは、学校図書館活用推進のため、学校図書館支援員・

学校図書館スーパーバイザー・教育センター司書の３名構成としました。各校の学校

図書館を訪問し、その活用方法についてアドバイスを行い、学校図書館活用に関する

研究授業や協議会等に講師として指導、助言を行うこと等、各学校における子どもの

読書の質と幅を広げる授業での活用支援を行っています。  

 ※ 学校図書館図書標準…文部科学省が定めた学校図書館に整備すべき蔵書の標準（詳細は４２ページ

を参照） 

 

＜荒川区学校図書館支援室の組織図＞ 
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＜区内小・中学校における学校図書館の活用状況＞ 

＜小学校＞ 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

蔵書の図書標準に対する割合（％） １６９ １６８ １７１ 

貸出冊数（１人当たり/年） ８７．１ ９２．１ １１９ 

授業での活用時数（１学級当たり/年） １１１．４ １２９．６ １４４．４ 

 

＜中学校＞ 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

蔵書の図書標準に対する割合（％） １４０ １４２ １４５ 

貸出冊数（1 人当たり/年） ９．５ １１．２ １０．３ 

授業での活用時数（１学級当たり/年） ８８．９ １０３．５ １０８．１ 

 

 

３ 読書環境整備における取組 

 区内には、５か所の区立図書館と２か所の図書サービスステーション（※）を設置して

います。 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

この他に、区役所やふれあい館等の区立施設、および区内の病院や飲食店等の民間

施設８３か所（令和７年３月３１日時点）に区立図書館のリサイクル本を活用した「あ

らかわ街なか図書館」を設置しています。 

※ 図書サービスステーション… 

近くに区立図書館がなく、サービスが十分に行き届きにくいと思われる地域において、図書の貸出

や返却、予約等を実施するために設置する施設 

 

 

 

区立図書館 

中央図書館（ゆいの森あらかわ） 

南千住図書館 

尾久図書館 

町屋図書館 

日暮里図書館 

汐入図書サービスステーション 

（南千住図書館分室） 

冠新道図書サービスステーション 

（日暮里図書館分室） 
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  ① 区立図書館 

区内５か所に設置している図書館については、平成２９年３月２６日に中央図

書館・吉村昭記念文学館・子どもひろばが一体となった「ゆいの森あらかわ」を

開館し、平成３０年４月に日暮里図書館をリニューアルオープンしました。また、

「荒川区立図書館の運営に関する基本的な考え方」に基づき、気軽に利用できて

地域における生涯学習活動の拠点となるよう、令和３年２月２０日に区立宮前公

園内に尾久図書館を移転・開館し、あらゆる利用者がゆったりと快適に過ごせる

滞在型図書館として整備しました。 

また、南千住図書館では汐入地域に、日暮里図書館では西日暮里地域の区民に  

対する図書館サービスの充実のために、平成１９年には汐入図書サービスステー

ション、平成２１年には冠新道図書サービスステーションを設置しました。 

さらに、図書返却ポストを地域に設置することや、図書サービスステーション  

を除く５館で開館する時間を午前９時に前倒しするなど、利便性の向上を図って

きました。 

 

＜区内の１㎢当たりの区立図書館数＞ 

 ２３区平均と比較し、区では一定の範囲内に、より多くの図書館を配置していること

で、図書の貸出や返却サービス等の利便性を高めています。 

 

＜近年開設した図書館＞ 

◆ゆいの森あらかわ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 図書サービスステーション等を

除く 

図書サービスステーション等を

含む 

荒川区 ０．４９ ０．６９ 

２３区平均 ０．３７ ０．４６ 

○ 人と人、本と人、地域と人、文化と人が結びつく 

○ 知的好奇心を醸成、新たな発見や出会いを創造 

○ 乳幼児から高齢者まで、すべての世代が遊び・学び・楽しめる融合施設 
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ゆいの森あらかわは、図書館・文学館・子ども施設の機能をあわせもち、それ

ぞれの機能が既成概念の枠を超えて有機的に結び付く「融合施設」であり、「課題

解決型で体験型の施設」と定め、従来の図書館がもっている個人の読書活動、お

よび知識の習得や学習の場といった空間だけでなく、本とワークショップ等を結

び付けることによって、感性や想像力を刺激し、参加者相互の交流を図る空間と

して誕生しました。三つの特性を最大限に生かしつつ、それらを結び付けること

により、これまでにない事業展開を行い、施設全体を楽しみながら、遊びや学び

を通して、子どもから大人まであらゆる世代が夢を育み、共感（ともに感じ）や

交感（想いを分かち合い）し、表現を通じた他者とのコミュニケーションを図る

など、心をつなぎ合う施設を目指しています。 

 

◆尾久図書館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尾久図書館は、「学ぶ、集う、楽しむ」をテーマに、乳幼児から高齢者まで幅広

い世代が快適に利用できる居心地の良い図書館を目指しています。 

公園内にある図書館という魅力を最大限に生かし、館内はまるで自然の中にい

るような木のぬくもりを感じられる設計になっています。また、館内には、全世

代が集うことができる「ひろば」を整備し、新しい本や様々な人と出会う「世代

間の交流」を推進しています。賑やかな図書館としてざわめきを許容し、読み聞

かせや声を出しながら読書を楽しむことができる、誰もが気兼ねなく利用できる

図書館です。 

 

 

○ 四季折々の花々やローズガーデンを一望して読書ができ、公園利用者もゆっくり休

憩できる「飲食スペース」を設けた滞在型図書館 

○ 自然観察会等、公園と連携したイベントができる「多目的室」を設置 

○ 周囲に気兼ねなく、親子で読み聞かせや手遊びができる「おはなしコーナー」を設置 
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② 「あらかわ街なか図書館」の整備 

本が身近にあるまちづくりを目指し、平成３０年度から「あらかわ街なか図書

館」の整備を行っています。区の施設および協力いただいた区内事業者等に区立

図書館のリサイクル図書等を設置し、地域と区立図書館の連携を強化するととも

に、「読書を愛するまち・あらかわ」の実現に向け、読書を通じた交流が生まれる

ような、本が身近にある環境づくりを推進しています。 

 

＜街なか図書館の設置件数＞ （単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ③ 区立小・中学校における読書環境整備 

    学校図書館は、子どもの読書活動を促し、学習活動や情報活用能力を育成す

る「読書センター・学習センター・情報センター」の役割を担っています。 

学校図書館の資料は、子どもたちの発達段階等を踏まえ、健全育成に寄与す

る構成と十分な規模を備えています。また、図書資料については日本十進分類

法に分類して配架しています。さらに、「読書センター」だけでなく、「学習セ
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ンター」、「情報センター」としても十分に機能するために、学校図書館運営組

織で購入資料を選定しています。 

さらに、蔵書の一層の活用促進と円滑な運営を目的に蔵書管理システムを全

校に配置し、子どもたちへの本の貸出や蔵書管理を容易に行うことができる環

境を整備しています。また、平成２８年度からは各校連携型の蔵書管理システ

ムを導入し、自校だけでなく他校の蔵書を横断的に検索できるようになり、図

書資料（学校図書館資源）の共有化を図っています。また、子どもたちの自ら

資料を探し出そうとする主体性を育み、「学習センター」等として、学校図書館

の活動をさらに高めることを可能にしています。 

 

④ 乳幼児・児童施設等における読書環境の確保および充実 

区立幼稚園や区立保育園では、各園における蔵書の充実を図るとともに、保護

者や子どもへ絵本の貸出を行っています。 

また、既存のひろば館・ふれあい館における図書の充実、書架等の環境整備を

図っています。なお、ふれあい館を新設する際には、設計当初から図書コーナー

の設置を想定するようにし、令和４年度には、読書も楽しめるサロンスペースを

備えた、東尾久本町通りふれあい館とひぐらしふれあい館を開設しました。さら

に、各施設では、配架している図書等を活用しておはなし会を開催する等、本に

触れるきっかけとなる事業の充実に取り組んでいます。 

 

４ 協働に関する取組 

① 子どもたちとの協働 

区立図書館では、読書活動の推進を目的に子どもたちと協働し、子どもの視点

に立ったサービス展開を行ってきました。 

令和４年度に開始した「子ども司書養成講座」では、区内の小学生（３年生以

上）を対象に、司書の仕事体験等を通じて図書館のサービスを理解し、読書の楽

しさを伝える方法等を学ぶプログラム（全７回程度）を実施しています。本講座

の活動を通して、図書館職員と子どもたちが深く交流し、児童サービスへの気付

きを得る機会となり、本の選定やイベント等の取組の充実につながっています。 

中学生以上の１０代の子どもたちとは「ティーンズスタッフ」事業を通じて、   

平成２４年から協働を行ってきました。毎年メンバーを募集し、月に１回区立図

書館内で活動し、自らの読書体験を広め、同年代や小学生等の読書活動を推進す

るための企画を実施してきました。 

養成講座を修了した「子ども司書」とティーンズスタッフは、活動内容を自分   

たちで企画するなど、自主的な活動を行い、区立図書館と協働することで、図書

館をより身近で魅力的な利用しやすい場所にし、読書活動の推進に力を発揮して

います。 
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＜子ども司書養成講座（令和７年度）＞ 

   

＜ティーンズスタッフの人数＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜活動の様子＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講者数 １０人（定員） 

講座概要 

【目的】図書館の役割や司書の仕事を学び体験して、受講者自身が読書

の楽しさや大切さを友達や家族に広く伝えることで、本と人との結びつ

きを手助けする子ども読書活動の推進リーダーの養成を図る。 

【内容】講座は、返却された本等をルールに従って本棚に並べる作業や、

館内のＰＯＰづくりのほか、カウンターでの貸出返却作業、読み聞かせ

会等の内容で全７回実施する。 
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② ボランティアとの協働 

区立図書館では、優れた知識や技能・特技等を持った区民等に参加してもらい、

図書館サービスの一層の向上と地域に根ざした運営を目指す目的で、ボランティ

アとの協働を実施しています。 

区立図書館で実施する各種ボランティア養成講座において、図書館事業への理  

解と活動に必要な技能と知識を習得した後、各図書館での積極的な活動が行われ

ています。具体的には、障がい者サービスにおける「音訳・点訳者ボランティア」、

児童サービスにおける「絵本の読み聞かせ・ストーリーテリングボランティア」、

様々な障がいのある子どもたちが楽しめる布の絵を作製する「布の絵本ボランテ

ィア」、区立図書館資料の修理を行う「本の修理ボランティア」など、多くの協働

事業が長年にわたり実施されています。区の読書活動に多くの場面で力を発揮し、

大きな推進力となっています。 

 

  ＜活動の様子＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜区立図書館におけるボランティアの活動する人数と回数＞ 
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③ 地域サークル等との協働 

   区立図書館は、地域で長く活動を続けている地域サークルの方々の活動拠点と

なっています。区民に読書活動や俳句活動に興味・関心を持ってもらうことを目

的として、読書サークルで取り上げた作品の紹介ＰＯＰや、俳句サークルで詠ん

だ句などを館内のコーナーに展示しているほか、当該サークルと連携した講演会

などを開催しています。こうした事業は、地域の交流や繋がりを生みつつ、読書

啓発になっています。 

   また、社会福祉協議会やボランティア団体等と連携し、認知症予防やフレイル

予防のための活動場所となっているほか、粋・活サロンの開催など、読書だけで

なく自由に過ごせる居場所となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ バリアフリーに関する取組 

  区ではこれまで、誰もが読書による文字・活字文化

の恩恵を受けられるように、障がい者サービス資料

の収集だけでなく、地域全体で障がいのある人の読

書を理解するための周知活動を実施してきました。

令和元年、「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に

関する法律」（読書バリアフリー法）が施行されたこ

とを踏まえ、バリアフリー図書の展示やアクセシブルライブラリーの導入等、さらな

る取組に努めています。 

 

＜障がい者サービス資料所蔵点数＞（単位：点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

館内のコーナー展示 地域団体等との共催事業 
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６ 文字・活字文化の推進における取組 

区ではこれまで、出版社や著作者、地元書店等、本に関わる人や団体と連携して、

「文字・活字文化振興法」（※１）を背景とした事業を行ってきました。文化や知識

を創造・普及し、これを次世代に継承するにあたり重要な役割を担う本を広めるよう

取組を実施し、平成２９年「ゆいの森あらかわ」の開館をきっかけに、より一層力を

注いできました。 

絵本の原画展や作家・編集者による講演会等を積極的に実施し、本の作り手と受け

手、そして仲介者となる区立図書館が一体となって文字・活字文化を盛り上げていく

ことを目的に行ってきました。 

例えば、ゆいの森あらかわで開催する講演会や原画展等の各種事業では、地元書店

協力のもと、文字・活字文化事業の一環として書籍販売イベント「本の販売会」を実

施しています。販売する本を選ぶ作業の中で、書店と図書館がそれぞれ感じる最近の

トレンドや年齢層ごとの利用傾向、地域のニーズ等の情報を交換し、共有しています。

そして、小規模の書店では実施が困難な、絵本作家のトークイベントやライブペイン

ティングのようなイベント等も実施しています。また、各図書館では、地域への本の

販売を通じて、事業に「つながり」や「ひろがり」を生むことで、読書活動を推進し、

読書のまちづくりの土壌育成につながるよう努めてきました。 

なお、地元書店は、「地域の重要な文化拠点」（※２）であり、その活性化を図るこ

とは、文字・活字文化の振興もさることながら、地域住民の読書活動推進の大きな力

になると考えています。区立図書館や乳幼児・児童施設においては、地元書店から書

籍を購入し、また、その他区の事業においても積極的な利用をしています。 
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 ＜取組例＞ 

令和６年度 映画「雪の花」公開記念 吉村昭記念文学館と書店の連携企画 

 

令和６年度 塚本やすし氏 ライブペインティングと「本の販売会」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 文字・活字文化振興法… 

平成１７年７月に、文字・活字文化の振興に関する必要な事項を定めることで、文字・活字文化の振

興に関する施策の総合的な推進を図り、知的で心豊かな国民生活および活力ある社会の実現に寄与する

ことを目的に施行 

 

※２ 地域の重要な文化拠点… 

令和７年６月１０日公表の「書店活性化プラン」（経済産業省ほか）において、「街中にある書店は、

地域住民にとって、多様な作品に触れることができる地域の重要な文化拠点であり、様々な考え方を吸

収し、受け入れられる国民性と深く結びついており（以下、省略）」と示されている。 
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７ 地域全体の取組 

学校や区立図書館等だけでなく、読書のまちづくりを地域全体で推進するための事

業を実施してきました。 

昔なつかしい昭和の街頭紙芝居の上演や、平和に関する絵本の読み聞かせ、本を題

材にしたイベントの実施等、本への親しみを醸成する事業を行ってきました。また、

区立図書館を会場に、認知症月間認知症普及活動や里親普及、消防署の啓発イベント

「区民安全安心講座」といった啓発事業を行い、区立図書館へ足を運ぶきっかけづく

りや、関連する本を一緒に紹介する取組等を実施してきました。特に、イベント等で

関連する本を提供・展示することは、本との出会いを創出するだけでなく、一層の理

解が深められ、身近で役に立つ本の有用性を実感できると考え、積極的な実施に努め

てきました。 

 

８ 読書活動推進のための取組 

① 「読書を愛するまち・あらかわ」宣言とその後の取組 

平成３０年５月２７日、学校図書館の充実やゆいの森あらかわの開館等、読書

のまち、絵本のまちとして行ってきた読書活動推進の取組や事業、精神を未来に

つなげていくために、「読書を愛するまち・あらかわ」宣言（以下、「宣言」とい

います。）を行いました。 

宣言文は起草委員会の協議により策定し、委員会では、以下のようなご意見を

いただき、宣言文案に生かしました。 

 

◆ 読書に関すること 

・子どもの読書は重要なワードである。体験力や言語能力を身につけさせるべき

である。 

・人にとって、考える力、読解力の養成が非常に重要である。 

 ・絵本の読み聞かせにより、子どもは感性や創造力が磨かれ、それが知識に育つ 

 ・知識と教養に加え、情報も大切な要素である。 

 ・読書の目的は豊かな人格の形成にある。 

 ・知識として蓄えるだけでなく、利活用することが重要である。 

あらかわ遊園での街頭紙芝居 さつき会館での読み聞かせ 図書館での安全安心教室 
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 ・美しい日本語をきちんと読め、話せる力や感性の育成が求められる。 

 ・読書しないと心が痩せていく。 

 ・読書は人間として生きる上、人間らしさの形成において必要である。 

 

◆ 図書館に関すること 

・知の創造拠点、文化活動の拠点、コミュニティの核として醸成を図るべきである。 

・地域創造、地域の経済に持つ重要な役割がある。 

・情報のメディアネットワークセンターである。 

・学校図書館と区立図書館、現在と過去未来、多世代間等の「つながり」が重要

である。 

・図書の整備、区立図書館と学校図書館の充実を進める決意表明を入れるべきで

ある。 

・読書空間を図書館だけではなく、街の中に広げる視点が重要である。また、そ

れがつながることも大切である。 

 

◆ 宣言の策定方針に関すること 

・ユニークで個性的で荒川区らしいものがよい。 

・事業につながるものがよい。 

 

宣言後、あらかわ街なか図書館事業の開始、駅への図書返却ポスト（ブックポス

ト）の設置、都市計画公園内への尾久図書館の移転整備、図書サービスステーショ

ンを除く全館で開館する時間の前倒し、区立図書館・ゆいの森あらかわ公式Ⅹ（旧

Twitter）の開設等、誰もがいつでも身近な場所で本に触れられる環境と、新たな

コミュニティ形成に取り組み、読書の楽しさや大切さ、本への親しみを感じること

ができる風土を醸成してきました。 

 

＜宣言後に実施した主な絵本原画展＞ 

 作者 関連イベント 

令和元年度 いせひでこ氏 
講演会「絵本―とくべつな一日、とくべつな路」・

ギャラリートーク 他 

令和２年度 堀内誠一氏 
「ぜんぶ、堀内誠一」 

とことんスペシャルおはなし会 
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  ② 「読書のまち条例」の施行とその後の取組 

区において「読書を愛するまち・あらか                 

わ」を更に推進していくためには、宣言の

理念の理解をより一層深め、区民や区内事

業者等も含めた「地域」が一体となり、こ

れまで以上に意識を高めていく必要がある

との声が高まり、令和５年４月１日に「荒

川区豊かな心を育む読書のまちづくり条

例」を施行しました。 

読書のまち条例では、地域の各主体が取 

り組むべき事項等を定め、あらゆる世代の   

区民等が生涯にわたり豊かな心を育む読       

書のまちづくりを推進し、幸福を実感する 

ことができる地域社会の実現に寄与する 

ことを目指しています。 

読書のまち条例施行後は、これまでの    

取組を一層強化するとともに、毎年１１   

月を読書活動推進月間と定め、著名な人   

による読書に関連した講演会の開催等、本に親しみがもて、読書の裾野を広げる 

ための取組を実施してきました。また、「子ども司書養成講座」を修了した子ど 

もたちとの協働事業や、「ブックスタート」事業の開始およびそれに伴うボラン 

ティア活動の場の拡充等に取り組んできました。 

令和７年８月には、まちの文化をつくってきた区内の印刷事業者と区とが連携

し、地域が一体となって読書活動に関する取組を推進することで、文字・活字文

化の発展に繋げつつ紙の本の良さを伝えられるよう、本が製造される製作過程を

堀内誠一原画展 いせひでこ原画展 

本の販売会イベント 

読書のまち条例の概略図 
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知ることのできる印刷・製本工場の見学会を実施しました。 

また、令和６年１０月には、場所や時間にとらわれず、便利な読書環境の提供

するため「荒川区電子図書館サービス」を導入しました。パソコンやスマートフ

ォン、タブレット等を使って電子書籍を読む新たな読書法は、文字の拡大・音声

読み上げ・背景色の変更等の電子ならではの機能を活用することで、従来の「紙」

の本ではできなかった読書が可能となります。 

あわせて、視覚障がい者専用の電子図書館サービスも開始し、より多くの人の

読書機会の充実を図ってきました。 

 

 

 

 

 

 

 

＜読書のまち条例施行後に実施した原画展＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 作者 関連イベント 

令和５年度 石川えりこ氏 
講演会 

「絵本の森を歩こう㏌ゆいの森」 

令和６年度 しもかわらゆみ氏 
しもかわらゆみ氏による 

「おはなし会」「ギャラリートーク」他 

令和７年度 吉田遠志氏 

トークイベント「父・吉田遠志を語る」・ 

「"２つの響き”アイリッシュハープ＆ 

読み聞かせ」 

しもかわらゆみ原画展 石川えりこ原画展 

荒川区電子図書館サービス 

（トップページ） 

印刷・製本工場見学 

吉田遠志原画展 
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＜読書のまち条例施行後に実施した講演会＞ 

 

９ 子どもの読書活動に関する国と東京都等の動向 

① 「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」＜国＞ 

子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、子どもの

健やかな成長に資することを目的として、平成１３年１２月に「子どもの読書活

動の推進に関する法律」が施行されました。子ども読書活動の推進に関し、基本

理念を定め、国および地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、子ども読

書活動の推進に関する必要な事項が定められました。 

この法律に基づき、国は、平成１４年８月に第一次「子どもの読書活動に関す

る基本的な計画」を、平成２０年３月に第二次、平成２５年５月には第三次、平

成３０年４月に第四次、令和５年３月に第五次の基本計画を策定してきました。 

そして、この間、子どもの読書活動に関連する法律の改正や関連する整備、学

習指導要領の改訂等が実施されています。 

    令和４年６月には、「こども家庭庁設置法」や「こども基本法」等が成立し、      

国全体の子どもに対する取組の中で、読書活動の推進にあたっても、子どもが、

それぞれ好きな本を選択し、好きな時間に好きな場所で、主体的に読書活動を行

えるよう、アンケート等の様々な方法で子どもの意見聴取の機会を確保すること

が求められました。また、多様な子どもの意見を取組に反映させるなど、子ども

の視点に立った読書活動の推進を行うことを重視し、取組に反映させることも求

められました。 

 

◆ 子どもの読書に関するこれまでの主な動き 

第一次計画の期間中（平成１８年４月～） 

・文字・活字文化振興法の制定（平成１７年７月（計画制定前）） 

・教育基本法の改正（平成１８年１２月） 

・幼稚園教育要領、小学校および中学校学習指導要領の改訂（各教科におけ

 講演名 講演者 

令和５年度 
『本と私 

～アスリート視点から～』 

栗原恵氏 

（バレーボール女子元日本代表） 

令和６年度 
安藤玉恵が語る 

「お芝居のこと、本のこと」 
安藤玉恵氏（俳優） 

令和７年度 

あんびるやすこさん講演会 

「とっておきのおはなし」 

あんびるやすこ氏 

（絵本・児童書作家） 

「直木賞作家 朱川湊人と 

下町の魅力と読書」 
朱川湊人氏（作家） 
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る言語活動の充実）（平成２０年３月） 

・社会教育法および図書館法等の改正（平成２０年６月） 

・平成２２年を「国民読書年」と定める。 

第二次計画の期間中（平成２３年１０月～） 

・著作権法の改正（平成２４年６月） 

・子どもの読書活動に関連する法制上の整備（図書館の設置及び運営上の望

ましい基準の改正）（平成２４年１２月） 

・学校図書館法の改正および改定に伴う学校司書の規定（学校司書を専ら学

校図書館の職務に従事する職員と規定）（平成２７年４月） 

 

第三次計画の期間中（平成２８年４月～） 

・学校指導要領等（幼稚園教育要領、小学校および中学校）の改訂（平成２

９年３月） 

・高等学校学習指導要領の改訂（平成３０年３月） 

・「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」の成立 

（令和元年６月） 

第四次計画の期間中（令和３年４月～） 

・第６次「学校図書館図書整備等５か年計画」の策定（令和４年３月） 

 

 

 

 

 

 

② 「第四次東京都子供読書活動推進計画」＜東京都＞ 

東京都においても、国の動きに伴い、平成１５年３月に「第一次東京都子供読

書活動推進計画」を策定し、子どもの読書活動の推進に関する施策の方向性や取

組を示し、区市町村が計画を策定・更新する際や読書活動を推進していく際の基

本となるものとして位置づけました。 

東京都は、平成２１年３月に第二次、平成２７年２月に第三次、令和３年３月

に「第四次東京都子供読書活動推進計画」を策定しました。 

第二次計画では、第一次計画の取組の成果を踏まえて、学校における読書活動

と乳幼児期の家庭を対象とした取組の必要性が重点的取組とされ、第三次計画で

は、第二次計画を基本に国の第三次計画を加味し、学校や図書館、家庭・地域、

行政が連携して都内の子どもの読書環境を整え読書活動を推進することと、読書

の質の向上を重点的取組としました。基本方針には、不読率の改善、読書の質の

向上、読書環境の整備が具体的に示されました。第四次計画は、第三次計画の考

◆ 国 第五次基本計画 基本方針 

・不読率（１か月に本を１冊も読まない人の割合）の低減 

・多様な子どもたちの読書機会の確保 

・デジタル社会に対応した読書環境の整備 

・子どもの視点に立った読書活動の推進 
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え方を基本とし、学校、図書館、家庭・地域、行政が連携して子どもの読書環境

を整え、主体的・自発的な読書活動を発達段階に応じて推進することとしていま

す。 

 

 

 

 

 

③ 「荒川区子ども読書活動推進計画（第四次）」に基づく取組 

令和３年４月の「荒川区子ども読書活動推進計画（第四次）」の策定では、宣言

の趣旨を十分に踏まえ、子どもたちが主体的で質の高い読書活動を実現できるよ

う、発達段階に応じて読書習慣を身に付ける取組を重点的に進めることとしまし

た。また、家庭における読書活動の推進に向けた家読（うちどく）（※）の推進や

障がいのある人への読書支援の充実等の新たな取組を加え、子どもたちの読書活

動を地域社会全体で支える「読書を愛するまち・あらかわ」を更に展開するもの

としました。 

 

 ※ 家読（うちどく）… 

「家族ふれあい読書」の意味で、読書を通じて、コミュニケーションを図り、家族の絆をつくる取組 

 

◆ 都 第四次推進計画 基本方針 

・乳幼児期からの読書習慣の形成 

・学習の基盤となる資質・能力の育成のための読書活動の推進 

・特別な配慮を必要とする子どもの読書環境整備の推進 

・読書の質の向上 
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＜「荒川区子ども読書活動推進計画（第四次）」期間中の成果＞ 

 

(１) 家庭、地域、身近な場所での読書活動の推進 

  ◆ 家庭や地域での読書活動に関する啓発や働きかけ、環境整備 

     ・ブックスタート事業の開始（令和５年８月から） 

参加割合は、令和５年度は６５.８％、令和６年度は５７.３％ 

    ・家読（うちどく）リストの作成（毎年異なるテーマを決めて発行。現在６種類） 

 

(２) 小・中学校における読書活動の推進 

  ◆ 学校図書館の蔵書等の充実     

・図書標準達成率 小学校１７１％、中学校１４５％ 

  ◆ 課題解決のための学校図書館の活用  

 ・図書館を使った調べる学習コンクール応募数 ８，７３６点 

  ◆ 学校図書館と区立図書館の連携    

・団体貸出点数 小中学校・高校１７，８７８点 

 

(３) 区立図書館における読書活動の推進 

  ◆ 発達段階に応じた区立図書館の蔵書の充実        

・マルチメディアＤＡＩＳＹ図書 １８７点 

  ◆ 読みたい本と出会えるきっかけの提供          

・オーダーメイドブックサービスの開始（令和６年度４８件） 

  ◆ 様々な障がいに対応した読書環境づくりと更なる周知  

・障がい者向け図書資料の展示会 

  ◆ 来館せずに資料提供が行える仕組み           

・電子図書館サービスの開始（令和６年度１０月から） 
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第２節 荒川区における読書活動を取り巻く課題              

   宣言で掲げられた理念と、読書のまち条例、荒川区子ども読書活動推進計画に基づ

き、区における読書に関する課題を、区立図書館の現状やアンケート結果をもとに分

析しました。 

現状を分析した結果、以下４つの主要な課題が明らかになりました。 

 

 

 

 

 

これらの課題に対応するためには、読書人口を増やすとともに、読書意欲を喚起す

るような「本との出会い」を一つでも多く創出し、この両者を相対的に増やす必要が

あります。また、（３）・（４）の課題に対応するためには、本と人だけでなく、地域と

人、人と人を結び付ける取組が必要です。 

なお、本プラン策定に向けて、令和６年度に実施した区内の成人を対象にした区政

世論調査において、読書活動状況に関する項目を設け、現況の確認を行うとともに、

令和７年度には、区内の未就学児や小中学生とその保護者、区内都立高校に通学する

高校生、特別支援学級を設置している学校（教員）、特別支援学校に通学する子ども

の保護者を対象に、アンケート調査を実施しました。アンケート調査等の結果全文に

ついては、本冊子の資料編に記載しています。 

 

１ 図書資料の充実および区民等に向けた取組  

令和６年度に実施した区政世論調査によると、区立図書館に行って最も良かったこ

とは「資料の充実」でした。区立図書館においては、蔵書数は増加傾向にはあります

が、引き続き資料の充実を図る必要があります。また、整備した資料へのアクセス向

上のため、これまで以上に利用者が、図書資料にアクセスしやすくなるよう工夫して

いきます。そして、その資料を使い、読書から学びと楽しみを得られるように、紙媒

体と電子書籍（電子図書館サービス）の両方を情報源として、柔軟に選択できる環境

を整備するとともに、レファレンスサービス（※）の活用促進や、読書バリアフリー

に向けた取組等の充実と周知を徹底していく必要があります。また、子どもに対して

は、区立図書館と学校等が連携し、「個別最適な学びと協働的な学びの一体的充実に

資する読書環境」を整備して、読書機会の確保に努める必要があります。 

加えて、同調査において、区立図書館に行って良かったことは、「長時間ゆっくり

くつろげること」や、「小さい子どもと一緒に過ごすことができること」という意見

が上位に挙がっていました。区立図書館において、誰もがゆっくりと過ごせる環境整

１ 図書資料の充実および区民等に向けた取組 

２ 不読率の低減 

３ 地域全体での読書活動 

４ 区民等が読書体験を互いに共有する力の養成 
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備や、小さい子と一緒に過ごすことのできる児童コーナーを中心とした環境の整備に

努めていく必要があります。 

さらに、地域が一体となって読書推進をしていくために、その要所である区立図書

館を中心に、行政機関全体で取組を実施できるような支援をしていく必要があります。 

 

※ レファレンスサービス… 

   図書館職員が、利用者の調べたいことに対して、図書館にある資料や情報源を用いて、情報提供や

資料検索を支援するサービス 

 

＜区立図書館に行って良かったこと（上位３つ）＞（区政世論調査 Ｎ＝１，３４５） 

本・雑誌が充実していること ６９．６％ 

飲食や会話も楽しめ、長時間ゆっくりくつろいで過ごすことが

できること 
２４．８％ 

小さい子どもと一緒に楽しく過ごすことができること １８．２％ 
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＜ 「資料の充実」と「ゆっくりくつろげる滞在型図書館」 ＞ 

 

令和６年度の区立図書館の蔵書数は、約９３万冊です。大規模な蔵書はまさ

に情報の宝庫であり、多様で充実した資料は、図書館の「知の拠点」としての

存在意義を高めています。図書館は区民と地域の新たな発見につながる情報源

であり、悩みや問題解決を支援する場所として、多くの方に利用されています。 

これまで図書館は、個人の知識の吸収や学習の場といった、いわゆる「静」

の空間として利用されてきました。しかし、ゆいの森あらかわでは、本とワー

クショップ等を結び付けることにより、感性や想像力を刺激し、参加者同士の

交流を図るなど「動」の空間としての新たな機能を付け加えました。こうした

考えの下に、随所で本と触れ合えるような本棚や座席を館内各所に設け、また、

誰もが利用しやすい環境と閲覧スペースを確保することにより、居心地のよい

ゆったりと過ごせる滞在型空間となっています。そして、図書館・文学館・子

ども施設の三つの施設機能が有機的に結びつくことで、多面的なアプローチに

よる事業展開を可能にし、また多世代の交流を可能にする、今までにない発想

の「融合施設」であり、核となる図書館の充実した蔵書とサービスをもとにし

た課題解決型図書館です。 

利用者の知的好奇心を刺激し、さらに滞在型の読書空間を創出することで、

何度でも訪れたくなる図書館という設計思想は、その後にリニューアルオープ

ンした尾久図書館にも反映しています。尾久図書館は、誰もが気軽に来られる

親しみやすく安心感のある環境を整備し、さらに、あらゆる世代のそれぞれの

特性に合わせた居場所づくり等を行っています。公園内図書館ならではのつく

りを発揮し、普段図書館を利用しない人でも、公園からふらっと館内に立ち寄

ることで様々な本との出会いを体験できる施設です。 

いずれの施設も「知の拠点」であると同時に、利用する人と人がつながり、

活力が溢れだす「発信拠点」であり、地域で読書の輪が広がることが特徴です。 

また、その他の図書館も、それぞれの地域に根差した取組を実施し、本から

知識を吸収するとともに読書の奥深さを知ってもらうことや、読書の楽しみと

ともに信頼と温もりのあるサービス提供の場となることを目指しています。 
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２ 不読率の低減 

区における読書活動状況を分析するために、１か月の読書量について調査した結果、

１か月に１冊も本を読まない人の割合（不読率）は、全世代の中で、高校生が突出し

て高くなっています。また、国の第五次「子どもの読書活動の推進に関する基本的な

計画」においても、全国的に高校生の不読率が高いことが課題に挙げられています。

一方、小学生に関しては、調査数や方法が異なることに留意が必要ですが、国や東京

都の平均と比較して、小学１・３年生の不読率が大幅に下回るなど、これまでの学校

や区立図書館による家読（うちどく）の推進等、区独自の読書活動の推進の効果が一

定表れる結果となりました。 

これらを踏まえ、区では、引き続き家読（うちどく）推進事業を学校等と連携して

実施することで、乳幼児期から中学生までの間に読書習慣を形成するとともに、高校

生が読書の必要性を感じ、読書に対して興味・関心をもてるよう取組を強化する必要

があります。 

また、令和６年度に実施した区政世論調査においては、約６割の成人が、１か月に

１冊以上読書しているとの結果でした。また、区立図書館の利用カードの年代別登録

率では、３０歳代と４０歳代は３０％後半となっている一方で、５０歳代以上の各年

代では２０％台に落ち込む状況となっています。 

以上のことから、引き続き成人が本に触れる機会を創出するとともに、５０歳代以

上の世代に対しては、読書を推進するだけでなく、ボランティア活動や地域交流の場

等として、まずは区立図書館に来館するきっかけとなるような取組を実施していく必

要があります。また、読書バリアフリーの観点から、紙媒体だけでなく、電子書籍（電

子図書館サービス）による非来館型のサービスを充実させることで、読書を気軽に親

しめる環境を整備していく必要があります。 

 

＜区における各世代の不読率＞ 

※ 成人（１８歳以上）の数値は、令和６年度に実施した世論調査における結果。 

未就学児から高校２年生までは、区立図書館が令和７年度に調査した結果であり、

未就学児は区内幼稚園および保育園の計１２園、区立小・中学校各５校、区内にあ

る都立高校２校の数値。 
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＜未成年の国と都の不読率＞ 

 
小学１年生 小学３年生 小学５年生 中学２年生 高校２年生 

全国(※１) ― ― ８.５％ ２３.４％ ４８.３％ 

東京都(※２) ７.６％ ７.４％ ７.４％ １１.６％ ３６.３％ 

※１ 全国の数値は、全国学校図書館協議会（令和６年度）から引用。「小学５年生」

の数値は、小学４～６年生を対象とした調査結果、「中学２年生」の数値は、中

学１～３年生を対象とした調査結果、「高校２年生」の数値は、高校１～３年生

を対象とした調査結果 

※２ 東京都の数値は、「令和６年度子供読書活動に関する調査の集計」（令和７年３

月東京都教育委員会）から引用した結果を記載 

 

＜区内居住者における成年の年齢別図書館利用カード登録者数（令和６年４月１日時点）＞ 

２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０歳代 ７０歳以上 

２９．９％ ３６．７％ ３６．２％ ２６．３％ ２４．９％ ２０．６％ 
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３ 地域全体での読書活動  

読書のまちづくりを目指していくためには、暮らしと読書がつながり、本が身近に

ある環境を整備する必要があります。その実現に向けて、区立図書館だけでなく学校

や地元書店、街なか図書館をはじめとした区内事業者等、あらゆる主体が読書活動を

推進していくことのできる環境が必要です。また、イベントの開催にあたっては、地

域の子どもが主体となり、子どもが自ら事業を企画することで、よりニーズに合った

事業を実施し、地域での読書活動および地域のつながりとその循環を生む取組に努め

ます。さらに、公益財団法人全国出版協会出版科学研究所（２０２５年１～６月）に

よると、紙の出版物推定販売金額が年々減少しており、全国的に消えゆ

く書店が課題となっている中、令和７年度に国では「書店活性化プラン」

を公表し、「書店活性化プラン」内において、「地域に根ざした読書環境

醸成のためには、書店と図書館の連携が図られることが重要である」と

されています。また、国では、「経済財政運営と改革の基本方針２０２４」

（令和６年６月２１日閣議決定）内の６（２）安全・安心で心豊かな国

民生活の実現において、「書籍を含む文字・活字文化の振興（書店と図書

館等との連携促進及び読書バリアフリーの推進を含む。）や書店の活性

化を図る」ことが盛り込まれています。こうした現状を踏まえ、継続し

て地域密着型の読書推進を図っていくために、地元書店との協働事

業を実施していくことが必要です。 

また、読書のまちづくりを地域一体となって進めていくためには、読書のまち条例

の内容を区民等に理解してもらう必要があります。 

区はこれまで、区立施設にのぼり旗を立てることや、ロゴマークを区の封筒等に掲

載することで周知をしてきましたが、アンケート調査における条例の認知度は、約半

数といった結果となっています。そのため、効果的な周知方法を検討し、周知力を強

化する必要があります。 

 

 

 

  

   

  

 

＜令和６年度図書館アンケート＞ 

令和６年７月２０日～８月２５日まで、区立図書館の来館者に対して任意にアンケー

ト調査を実施しました。 

読書のまち条例の認知度 ４８．６％ 

地元書店の店頭の様子 
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４ 区民等が読書体験を互いに共有する力の養成 

区はこれまで、家読（うちどく）リストの作成や、出産を迎える人に向けた読書活

動の啓発、ブックスタート事業の開始等、家読（うちどく）推進につながる事業を通

じて、家族内における読書の楽しさや感想等の共有を図り、家族の絆を深めていける

よう事業を進めてきました。アンケート調査結果によると、全ての世代において、本

を紹介し合うことや、感想を共有する取組が大切だと回答した割合が最も多くなって

います。そのため、読書のまちづくりの実現に向けて、引き続き家読（うちどく）を

推進するとともに、家族のコミュニケーションを図り、絆を深めていく必要がありま

す。また、家庭という枠を超え、読書の楽しさを発信し合い、人と人が共有できる機

会を設けることで、あらゆる人が本を介して交流し、世代や地域間のつながりを作っ

ていく必要があります。 

そのためには、読書の楽しさや自らの読書体験を伝える力を養成し、あらゆる人が

自主的に共有しあえるきっかけとなる事業に取り組む必要があります。地域と人、人

と人がつながることでもたらされる力を、将来的には区内の事業者や各種団体と協働

し、読書の楽しさや経験を伝え合うことができる場の一つとなってもらい、豊かな心

を育むまちづくりにつなげていく必要があります。 

 

＜本を紹介し合ったり、感想を共有する取組が大切だと思う割合＞ 

未就学児の保護者 小学生の保護者 中学２年生の保護者 高校２年生 

７６．１％ ６３．２％ ７０．６％ ４７．０％ 
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